
「循環型システムの構築」に向けた取り組みについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ～経済的手法の導入

１．ごみ処理にかかる八尾市の現状について
（１）八尾市のごみ処理経費

　

　 八尾市の環境行政における経費のうち、ごみの処理にかかる経費と
は、収集運搬部門、中間処理部門、最終処分部門にかかる経費のほか、
収集運搬や中間処理に必要となる施設整備費を合計したもの。

平成21年度：約3２億円

ごみ処理経費について

Ⅰ．　ごみ処理にかかる経費

　（1）いわゆる「管理部門」にかかる経費の取り扱い
　

　 直接各部門に携わらない「管理部門」の人件費、物件費について
はごみ処理にかかる経費には計上していない。また、清掃庁舎にか
かる経費についても、同様の取り扱いとしている。
  これは、純粋にごみの処理にかかる経費を算出することを目的と
したためであり、行政体が存在する以上、必然的に必要となる経費
については含めないという考え方に立っている。

（2）各処理部門に関わる経費の内容

Ⅱ．　基本的な考え方

物件費等
分別収集の根幹をなす指定袋の作成・配送経費、粗大ごみ
の受付業務等の経費、収集運搬に必要な燃料費　など

Ａ　収集運搬経費　（平成２１年度：約１６億円）

人件費 ごみの収集運搬に関わる職員の給与、賞与、共済費　など

物件費等 ・大阪市環境局八尾工場におけるごみ焼却委託料
・市立リサイクルセンター及び埋立処分地の管理運営経費

Ｂ　処理経費　（平成２１年度：約１４億円）

人件費 市立リサイクルセンターにおける中間処理業務に携わる職
員の給与、賞与、共済費　など
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施設整備費 ・清掃運搬施設（塵芥収集車）購入費
・大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）整備費負担金

Ｃ　施設整備費　（平成２１年度：約２億円）

元利償還金 ・市立リサイクルセンターの整備、清掃運搬施設（塵芥収集車）
の購入などにあたり、市が借入れを行った地方債の元利償還金

　 住宅ローンと同じようなもので、一度に多額の事業費が必要な場
合は、金融機関等からの借入れ（起債）をして、年度間で平準化を
図りながら返済（公債費）する。これにより、世代間の公平性の確
保にもつながる。

※元利償還金（公債費）については、元金の返済がはじまるまでの期間（据置期間）が
あるため、そのまま計上すると年度間で大きな乖離が生じる。したがって、ごみ処理経
費の算出にあたっては、調整を加えている。

起債及び元利償還金について

施設整備費
（市立リサイクルセンター、塵芥収集車整備など）

地方債（起債の借入れ）
一般財源
（市税等）

償還利子

償還初年度

償還利子

2年目 3年目

償還利子

償還利子

元金

4年目

償還利子

元金

最終年度

据え置き期間

公債費のイメージ
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上記を踏まえて算出した、本市の廃棄物別処理経費は下記のとお
り

Ⅲ．　廃棄物別処理経費

【単位：千円】

平成21年決算 可燃 粗大・複雑 資源 容プラ ペット 埋立

1,608,829 874,628 201,284 199,012 199,585 100,314 34,006

1,379,380 1,071,383 138,004 59,433 58,613 31,936 20,011

188,173 65,957 33,617 30,781 30,674 25,399 1,745

3,176,382 2,011,968 372,905 289,226 288,872 157,649 55,762

39,531 33,130 6,018 251 0 0 132

43,300 27,700 4,300 4,300 4,200 2,100 700

40,540 764 22,303 15,640 176 1,628 29

123,371 61,594 32,621 20,191 4,376 3,728 861

3,053,011 1,950,374 340,284 269,035 284,496 153,921 54,901

2,852,263 1,950,374 139,536 269,035 284,496 153,921 54,901

57,766㌧ 50,390㌧ 3,061㌧ 2,379㌧ 818㌧ 168㌧ 950㌧

49,376円 38,706円 45,585円 113,087円 347,795円 916,196円 57,791円

49,920円 39,767円 46,592円 109,475円 194,717円 412,243円 63,690円

21,621,000枚 13,482,000枚 651,000枚 2,670,000枚 2,796,000枚 1,371,000枚 651,000枚

132円 145円 214円 101円 102円 112円 84円

※【参考値】については、平成22年度の運営実績、処理量をベースに算出したもの。

平成21年度　ごみ処理費用

施設整備費 －③　

総　経　費 　〔①＋②＋③〕

　　　項目　　　　　　　　　　　　区分

収集運搬経費 －①

処理経費　－②　

歳
　
　
出

歳
　
　
入

地方債 小計－②　

総経費－総収入（粗大除く）　（X)

手数料  小計－① 

総　収　入 　〔①＋②＋③〕

総　経　費　－　総　収　入

雑入 小計－③　

処　　理　　量　（Y)

処理量1㌧当たりのコスト　（X)/（Y)

指定袋製作枚数　（Z)

指定袋1袋当たりのコスト　（X)/（Z)

【参考値】　　処理量1㌧当たりのコスト
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（２）大阪市環境局焼却工場のあり方について 

 

  本市のごみの焼却処理については、「大阪市並びに八尾市の行政協力に関する協定」に基づき、「大

阪・八尾両市のごみ共同焼却処理に関する覚書」（以下、覚書という。）を交わすとともに、覚書に基

づき、「八尾工場のごみ焼却に関する協定」を締結し、大阪市と八尾市の共同処理を行ってきた。 

 しかし、大阪市域におけるごみの焼却処理量が大きく減少する中で、大阪市・八尾市との共同処理

も含め、焼却工場のあり方について、本市も一定の方向性を考える時期にきている。 

 焼却工場のあり方を検討する上で特に重要になるのは、将来のごみ処理量の予測推移であり、工場

の整備事業費、管理運営経費をできるだけ抑え、市の負担をできるだけ圧縮するためには、今のうち

に減量化を図っておく必要がある。 

 

（３）大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス計画）について 

 

現在、八尾市では大阪市環境局八尾工場において本市が収集及び処理した可燃性の廃棄物を焼却し

ており、焼却残渣は大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）にて埋立処分しています。 

大阪湾フェニックス計画とは、適正な最終処分を行うにあたり、現在近畿圏の内陸部はすでに高密

度の土地利用が進み、個々の地方自治体や事業主が最終処分場を確保するのはきわめて困難な状況の

中、長期安定的・広域的に廃棄物を適正処理することを目的に生まれた計画です。 

※現在、近畿２府４県１７５市町村の受入区域から発生した廃棄物を受け入れています。 

計画の目的    

1. 大阪湾圏域の広域処理対象区域から発生する廃棄物を適正に処理し、大阪湾圏域の生活環境の保

全を図ること。  

2. 港湾の秩序ある整備により、港湾機能の再編・拡充を図ること。  

3. 新たな埋立地を活用し、地域の均衡ある発展に寄与すること。 

 

 

 今後の課題 

新しい大阪湾フェニックス計画では、平成 33 年度までの廃棄物の受入を計画しています。大阪湾

圏域の自治体では、陸域での最終処分場の確保が一層困難となり、一般廃棄物の大阪湾フェニックス

計画への依存率が年々増大し、今後 80%を超えることが予想されます。 

 

 

 

ごみを減量することで、最終処分量を減らす取り組みが必要 
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大阪湾広域処理場整備促進協議会からの通知文（平成 23 年 5 月 26 日付）抜粋 

当協議会では、現行のフェニックス計画が平成 33 年度に終了するため、次期計画の検討を行っています。その中

で、環境省等から近畿圏での３Ｒの取組の遅れを指摘されたことから、次期処分場を計画するにあたっては、既存の

処分場をできるだけ長期にわたり有効に活用するとともに、廃棄物減量化に努めてもなお新たな処分場が必要である

ことについて、住民や国など関係者から理解を得ていく必要があると考えています。 

●圏域における一般廃棄物減量化目標 

・ごみ排出量を平成 12 年度実績に対し平成 27 年度に 25％減とする。 

・最終処分量を平成 12 年度実績に対し平成 27 年度に 60％減とする。 

   （単位：千ｔ） 

実績 
 

基準年 

(H12) (H19) (H20)

目標 

(H27)
備 考 

ごみ排出量 
9,841 

(100%) 

8,577

(87%)

8,120

(83%)

7,381

(75%)
達成すべき目標 

最終処分量 
1,950 

(100%) 

1,268

(65%)

1,183

(61%)

780 

(40%)
達成すべき目標 

リサイクル率 9.7% 13.2% 13.7% 25% 目指すべき目標 

つきましては、大阪湾フェニックス事業圏域を３Ｒの取組の先進地域とするため、貴市町村におかれては、一般廃

棄物の更なるリサイクルの推進、最終処分量の削減に向けた取り組みを引き続き行っていただくようお願いいたしま

す。 

フェニックス埋立処分場の埋立進捗率（平成 22 年 3 月末現在） 

 

処分場名 区画名 
計画量 

（千㎥） 
進捗率 進捗状況 

管理型 １１，０００ ９５．６％
廃棄物受入を H１３年度末終了 

現在、覆土施工中 

安定型 ２０，０００ ８２．１％  
泉大津沖 

全体 ３１，０００ ８６．９％  

管理型 ５，０００ ９２．３％
廃棄物受入を H１３年度末終了 

現在、覆土施工中 

安定型 １１，０００ ９９．３％  
尼崎沖 

全体 １６，０００ ９７．２％  

神戸沖 管理型 １５，０００ ６０．１％ 廃棄物受入を H１３年１２月開始 

大阪沖 管理型 １４，０００ １．８％ 廃棄物受入を H２１年１０月開始 

合計 ７６，０００ ６８．０％  
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２．有料化導入の動向 
（１）全国的動向 

○国の「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

基本的な方針」（環境省 平成17年5月告示）において、市町村の役割として、経済的インセンテ

ィブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民

の意識改革を進めるため、一般廃棄物の有料化の推進を掲げた。また、それを受けて、国は市町

村が有料化を導入する際の参考となる手引きとして「一般廃棄物処理有料化の手引き」を平成19

年に作成した。 

 

○ 家庭ごみの有料化の導入状況は、図１に示すように徐々に増加してきている。昭和50年代～平

成初期の段階は、守山市、出雲市、高山市等、人口規模の小さな都市が有料化導入の中心であ

ったが、近年、福岡市（平成17年）、京都市（平成18年）、仙台市（平成20年）、札幌市（平成

21年）のように政令都市をはじめ大都市にも導入されつつある。 

 
図１ 年代別有料化都市数（市区数）の推移 
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（２）大阪府内の有料化導入状況 
  大阪府内の市町村の有料化の導入状況は表１のとおりであり、南河内環境事業組合の構成市が平

成８年に超過量有料制を導入したこともあり、他の都道府県に比べ超過量有料制を導入している市

町村は多い。ただし、平成 20 年以降に導入した市町村は全て従量制である。また、減量効果では、

市町村でバラツキがあるが概ね 15～30％の効果となっている。 

表１ 大阪府内の家庭ごみ有料化の導入状況 
有料制の概要 

市町村名 
人口

(H23.4.1)
（万人）

導入 
時期 手数料設定方式

45 ㍑の 
料金（*1）

減量効果 
（*2） 備考 

岸和田市 20 H22.4 従量制 
(指定袋方式) 45 円 － 

H14.7～処理券

方式による超過

量有料制導入 

池田市 10 H18.4 超過量有料制 
（指定袋方式）

90 円 16％ 
(H18/H17) 

 

泉大津市 8 H22.12 従量制 
(指定袋方式) 45 円 15％ 

(H23.3/H22.3) 
 

泉佐野市 10 

田尻町 1 
H18.4 従量制 

(指定袋方式) 45 円 
14％ 

(H18/H17) 
※泉佐野市 

の実績 

泉佐野市田尻町

清掃施設組合構

成市 

箕面市 13 H15.10 超過量有料制 
（指定袋方式）

90 円 
18％ 

(H11～14 
／H16～19) 

 

泉南市 7 
32％ 

(H20.7/H19.7) 

阪南市 6 
H20.4 従量制 

(指定袋方式) 45 円 20％ 
(H20/H19) 

泉南清掃事務組

合構成市 

能勢町 1 H15.10 超過量有料制 
（シール方式）

100 円 － 
 

忠岡町 2 H20.10 従量制 
(指定袋方式) 45 円 － 

 

熊取町 5 H21.4 従量制 
(指定袋方式) 20 円 － 

 

岬町 2 H22.4 従量制 
(指定袋方式) 50 円 － 

 

南河内環境事業
組合（富田林市・

河内長野市・大阪

狭山市・美原町・

河南町・太子町・

千早赤阪村） 

33 H8.2 超過量有料制 
（シール方式）

100 円 

９％ 
（H8/H7） 
※構成市町村 

全体 

 

 *1 可燃ごみの料金（45 ㍑に統一）。なお、超過量有料制の場合は新たに購入する指定袋（又はシー

ル）の価格。 
*2 減量効果は原則可燃ごみの減量効果を算定。なお、－：導入前後の実績データが無く減量効果

把握できない場合。 
 



有料化導入都市事例（No.１）                   

 
都市名 大阪府池田市 人口 約１０万人 その１ 

有料化導入時期 平成 18 年４月１日 

導入の目的 

①ごみの減量化・資源化に関心のある市民と関心のない市民との負担

の公平化 

②排出者責任に根ざしたごみに対する市民意識の向上 

③大阪湾フェニックス計画による埋立処分場の残余容量ひっ迫への

対応 

④ごみの減量に伴う、クリーンセンター経費及び最終処分費の軽減 

有料化の制度 超過量有料制（指定袋方式） ※粗大ごみは処理券方式（従量制） 

有料化の対象 燃えるごみ、燃えないごみ・粗大ごみ 

有料制の仕組み 

①無料配布の考え方 

 ・燃えるごみ用袋について、20％削減後の 80％の排出量相当分の

指定袋（200kg/人/年×80％＝160kg/人/年に相当するごみ袋数）

を全世帯に無料配布。燃えないごみ用袋は１～２枚を無料配布。

住民登録や外国人登録をしていない、市内在住者も無料配布制度

を適用（ただし、１人世帯と見なす）。 

 ・「基本配布」と要介護高齢者や障がい児（者）、乳幼児を対象とす

る「福祉加算配布」の２つの区分がある。加算配布は、紙おむつ

廃棄用で年間 50 枚を追加配布する。 

②配布方法 

 ・無料配布袋引換券（葉書）を市が各家庭に送付し、コンビニ等の

指定販売店で指定袋と引換える。 

③配布枚数 

 ・袋の大きさを変え 

枚数の選択が可能 

である。 

 

④指定袋の購入 

 ・無料配布を使い切 

った場合は指定販 

売店で購入する。 
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有料化導入都市事例（No.１）                  

 
都市名 大阪府池田市 その２ 

ごみ減量効果 

○燃えるごみの有料化直後の減量率は１６％（H18／H17）。 

 

【燃えるごみの収集量】 

 

 

 

 

 

 

 H17 H18 H19 H20 

燃えるごみ 20,291ｔ 16,958ｔ 17,129ｔ 17,061ｔ 

減量率 100 83.6 84.4 84.1 

  有料化 

導入 

  

導入にあたっての 

配慮事項 

①新たな分別収集の実施 

 ・トレイの新規分別収集 

②公益活動等への対応 

 ・ボランティアごみ袋の用意 

③ごみ減量活動への支援 

 ・生ごみ処理機助成率の引き上げ 

（助成率１／３→１／２ 助成限度額２万円→３万円） 
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有料化導入都市事例（No.２）  

 
都市名 大阪府泉大津市 人口 約８万人 その１ 

有料化導入時期 平成 22 年 12 月１日 

導入の目的 
○ごみの減量化、リサイクルの推進 

○負担の公平化 

有料化の制度 単純従量制（指定袋方式）  

有料化の対象 一般家庭ごみ（燃えるごみ） 

有料化の仕組み 

○各家庭の排出量に応じて有料指定袋を販売店で購入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ減量効果 

○平成 22 年度（平成 23 年３月）の家庭から出た可燃ごみは平成 21

年度（平成 22 年３月）と比べて１５％減量 
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有料化導入都市事例（No.２）  

 都市名 大阪府泉大津市 その２ 

導入にあたっての 

配慮事項 

①新たな分別収集の開始 

［分別区分の見直し］ 

 ・燃えるごみを減らすため「食品トレイ」の回収を開始 

 ・資源化率を高めるため、「缶・ビン」の日に集めていた「せとも

の、ガラス類、電球など」を別袋で収集 

②公益活動等への対応 

［ボランティア袋］ 

  ボランティアで行っている清掃については、事前申請で、ボラン

ティア袋を配布（予定） 

③高齢者・子育て世帯等への配慮 

［おむつ、ストーマー用装具への対応］ 

  ごみの減量努力が報われにくいと考えられる世帯については、

「透明袋または半透明袋」入れて出してもらい、無償で収集 

収入の使途 

収支概要（平成 22 年度見込み） 

【歳入の概要】       ■地域環境基金（仮称）の内容 

 市指定袋の収入 

：４２，３３０千円 

【歳出の概要】 

 指定袋等作成経費 

：１９，８２２千円 
 ごみの分別大辞典等 
 ごみ有料化周知に係る経費 

：３，６１７千円 
 一般家庭ごみ手数料徴収 

 事務委託料 

：５，４１１千円 
 指定ごみ袋管理配送業務、 

お試し袋関係経費 
：３，８７４千円 
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 合計：３２，７２４千円 

【（指定袋収入）―（必要経費）】 
＝９，６０６千円 
は地域環境基金に積み立て、 
環境施策に活用する。 

 

 

 
 
 
 
 

 



有料化導入都市事例（No.３）                   

 
都市名 大阪府泉佐野市 人口 約１０万人 その１ 

有料化導入時期 平成 18 年４月１日 

導入の目的 ○ごみ排出量の大幅削減 

有料化の制度 単純従量制（指定袋方式）  

有料化の対象 可燃ごみ 

有料化の仕組み 

○有料指定袋を市内コンビニエンスストアやスーパーで購入 

 

 

 

 

 

ごみ減量効果 

○平成 17 年度の可燃ごみの年間搬入量と比較すると、平成 18 年度で

約１４％減量。なお、平成 22 年度実績まで減量傾向は継続してい

る。 
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H １ ７ H１ ８ H１ ９ H２ ０ H２ １ H２ ２

（ ｔ ） 5 4 , 2 2 6 4 6 , 7 5 4 4 6 , 1 5 1 4 2 , 9 4 2 4 2 , 8 6 9 4 2 , 1 3 6

減 量 率 1 0 0 8 6 . 2 8 5 . 1 7 9 . 2 7 9 . 1 7 7 . 7

有 料 化
導 入
( 4 月 )

可 燃 ご み

 
 
 



有料化導入都市事例（No.３）   

 
都市名 大阪府泉佐野市 その２ 

導入にあたっての 

配慮事項 

①公益活動等への対応 

 道路や公園、溝など市の公共施設を個人ボランティアとして清掃し

ていただいている方に対しボランティア袋を無償配布 

②高齢者・子育て世帯等への配慮 

 ０歳児やおむつを常時使用している介護保険要介護・要支援の高齢

者及び補装具としての紙おむつの支給を受けている障がい者のいる

世帯に対し、指定袋の無償給付 

 

その他 

【平成 21 年度家庭系可燃ごみ有料化の収支概算】 

[歳入]１１６,３５２千円 

[歳出] 

 ・有料化実施経費：３８,０４８千円 

  （市指定袋製作費、市指定袋取扱委託料、福祉的配慮無料配布等）

 ・ごみ減量化推進経費：１０６,３３６千円 

  （再資源化業務委託料、ごみ分別と出し方マニュアル・ポスター・

違反ごみ啓発シール作成費、生ごみ処理機購入助成金等） 

 ・不法投棄等対策経費：７,１５１千円 

  （不法投棄のパトロールや違反ごみの調査に伴う不法投棄対策等

委託料、ボランティア袋製作費等 

 歳出合計  １５１,５３５千円
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有料化導入都市事例（No.４）  

   都市名 大阪府泉南市 人口 約７万人 その１ 

有料化導入時期 平成 20 年４月１日 

導入の目的 
○ごみの減量化、リサイクルの推進 

○負担の公平化 

有料化の制度 単純従量制（指定袋方式）  

有料化の対象 可燃ごみ、不燃ごみ 

有料制の仕組み 

○スーパー、コンビニエンスストア、小売店等で、有料指定袋を購入

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ減量効果 

○有料化４ヶ月（平成 20 年４月～７月）で平成 19 年度同月から 32％

減量 
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有料化導入都市事例（No.４） 

 都市名 大阪府泉南市 その２ 

導入にあたっての 

配慮事項 

①公益活動等への対応 

ボランティア袋を作成する。（予定） 

②高齢者・子育て世帯等への配慮 

 減免措置はないが、対象者を限定した一定量無料給付（福祉的な配

慮）については実施する。（予定） 

③ごみ減量活動への支援 

○生ごみ乾燥処理物と市指定可燃ごみ袋との交換制度 

平成 22 年 10 月 1 日より更なるごみの減量化施策として家庭菜

園や田畑のないご家庭にも生ごみ処理機器の利用促進を図るため、

生ごみ処理機器で処理した「生ごみ乾燥処理物」と市指定可燃ごみ

袋との交換制度を開始 

 ［対象者］ 

「泉南市生ごみ減量化等処理機器購入補助金交付要綱」に基づい

て補助金を交付され、現在、生ごみ処理機を使用している方 

 ［交換方法］ 

生ごみ乾燥処理物 1kg 単位で市指定可燃ごみ袋 10ℓ サイズ 10 枚

と交換 

 

収入の使途 

○収入の使途（予定） 

 ・ごみ処理に伴う経費 

 ・不法投棄対策などの経費 

 ・福祉施策などに対する経費 
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３．有料化導入の意義 
  

○八尾市における有料化導入の意義は以下のとおりである。 

 

①市民や市民グループの自主的なごみ減量行動の支援及び本市環境行政の財源の確保 

本市におきましては、平成８年の５種分別収集を皮切りに、平成２１年度には８種分別収集に 

拡充するなど、３Ｒ、とりわけ分別（リサイクル）について積極的に取り組んできたが、今後は

主に発生抑制（リデュース）に軸足を置いた取り組みを進めていく必要がある。 

  本市におけるこれまでのごみ減量に向けた様々な施策実施の結果、３ページのとおり処理経費 

がかかっており、分別品目の拡充に伴う収集・処理コストが増嵩する傾向にあるが、今後、税収 

入が伸び悩む中で、本市がこれまで取り組んできた生ごみ処理機による堆肥化づくりや自治会・ 

子ども会等による古紙回収はもとより、新たな環境施策として市民や市民グループの自主的なご 

み減量等環境負荷低減行動を育成するための財源確保が難しいのが現状である。 

 また、現在、大阪市と協議を行っている大阪市環境局八尾工場については、運営形態はともか 

くとして、本市として将来的に焼却工場の施設整備費は必ず生じるものであり、これに備えて今 

のうちに財源を確保しておく必要がある。 

このような状況を踏まえ、家庭ごみの有料化による収入の一部をこのような活動支援のための 

財源とすることにより、環境に配慮した行動を市民や市民グループに定着させるとともに、将来 

の焼却工場の整備に備えることで、本市のさらなる循環型社会形成と公衆衛生の維持向上に向け

た施策実施のための財源の確保を図る。 

 

図３ 収入の使途の事例（津山市） 

 <岡山県津山市> 人口約11万人 可燃52.5円（45㍑）、プラ製容器包装31.5円（45㍑）、不燃31.5円（30㍑） 

 

 

 

 

 

 
                              

     

  

                           (出典)「ごみゼロ新聞」（津山市） 
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<岡山県岡山市> 平成 21 年２月導入 人口約 70 万人  
    可燃・不燃共通 50 円（45 ㍑）､30 円（30 ㍑）､20 円（20 ㍑）､10 円（10 ㍑）､５円（５㍑） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

出典：岡山市ホームページ 

 

②ごみ排出量に応じた負担の公平化 

 ・家庭ごみを有料化することにより、ごみ減量に努力している市民に対しても一定の費用負担を

求めることになるが、ごみの減量に努力している市民の費用負担は少なく、努力をせずにごみ

を多く出す市民はそれに応じて費用負担が増えることになり、ごみ排出量に応じた負担の公平

化が図れる。但し、超過量有料制では、一定枚数までは無料であり、さらに、一定枚数が通常

多めに配布されるため、その範囲内では、負担の公平性は図られないと言われている。 
図２ ごみ排出量に応じたごみ処理費用負担の公平化の必要性 
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市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量の分布状況  
       
 
 

○家庭によってごみ排出量は大きくばらつ

いています。３Ｒの実践によりごみの減

量に積極的に取り組む市民と努力をせず

にごみを多く出す市民とでは、ごみ処理

に要する費用負担の大きさを変える仕組

みが必要である。 
 
（出典）「家庭ごみ細組成調査」（京都市 H15.3） 

 

 

 

 

 

 

 



③ごみの現状、減量・リサイクル等に対する、市民の関心の向上 

 ・有料化導入前の地元説明会やマスコミ等によるごみ問題の取り上げ、また、導入後には有料指

定袋の購入時にごみ処理費用の負担を実感すること等により、市民のごみに対する関心を高め

る。 

図２ 減量・リサイクル等に対する、市民の関心の向上 
 
 
 

○有料化を導入したことによってごみ減量化・資源

化
 

への市民の関心が高くなっています。 

問：福岡市では、平成17年10月1日から家庭ごみの

処理が有料となりました。あなたは、家庭ご

みの有料化をきっかけに、ごみ減量・リサイ

クルへの関心は強くなりましたか。 
 
（出典）「福岡市ごみ減量・リサイクルに関する 

意識調査報告書」（福岡市 H19.3）

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

④市民の行動をごみ減量の行動へ誘導（動機付け） 

・家庭ごみを有料化することにより、その費用負担を軽減するため、ごみ排出量を減量しようと

いう動機（インセンティブ）が働く。   

 

 ・ごみ排出量の減量化に伴い、最終処分地である大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニック

ス）のできるだけ長期にわたる有効活用につながり、ひいては減量化を図ってもなお、陸域で

の最終処分場の確保の困難性から新たな処分場が必要であることについて、住民や国などの理

解を得ることにつながる。 
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４．有料化導入による減量効果 
○有料化を導入することによる家庭ごみの減量効果として、導入前の家庭ごみ排出量の10～20％が

削減されると言われている。また、手数料と減量効果の関係では、図５に示すように１～２円/㍑程

度で10％強のごみ減量効果が見られ、2円/㍑を越えた手数料の場合は20％以上の減量効果が見られて

いる。 

 

図４ 有料化導入による家庭ごみの減量効果    
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割
合

）
 図５ 家庭ごみの手数料と減量効果の関係 

（
回

答
自

治
体

 

 

 

 

 
燃やすごみの料金水準と平均排出抑制率※29の自治体への調査によれば、家庭系可燃ごみの減量  

率の平均は20％前後で、10～20％と回答した自治体が 
約７割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）山川「大阪府廃棄物減量化・ﾘｻｲｸﾙ推進協議会資料」（2000）（出典）「一般廃棄物有料化の手引き」（環境省 H19.6） 

 
 
５．有料化の仕組み 

○有料化の仕組みには、表２に示すように、単純従量制と超過量有料制（この方式には、二段階方

式等複数の変形方式がある）がある。両者には長所・短所があるが、一定量までの把握の技術的

な問題や作業負担の大きさ、無料配布の範囲がごみ減量への誘導の範囲を超えた枚数にならざる

を得ないなどにより、最近は単純従量制を採用する都市が多くなっている。 

 

 



表２ 家庭ごみ有料化の二つの仕組みと特徴等 

 

 単純従量制 超過量有料制 

タ
イ
プ 

  

仕
組
み 

○ごみの排出量に応じて、排出者がごみ処理費用の一定
割合を比例的に負担する方式。 
一般的には、ごみ処理手数料が上乗せされた有料指定
ごみ袋を小売店等で購入。 

○ごみの排出量が一定量となるまでは無料（※二段階方式
では低額の負担）であり、一定量を超えると排出量に応
じてごみ処理費用の一定割合を比例的に負担する方式。
一般的に、無料（または低額負担）の範囲は、可燃ごみ
で年間100～150枚（排出世帯数により異なる）。また、
一定量を超えた場合は有料指定ごみ袋を小売店等で購
入。 

主
な
特
徴 

〔仕組みの分かりやすさ〕 
○ごみを多く排出するほど、ごみ袋を多く購入する単

純なシステムで市民に仕組みが分かりやすい。 
〔ごみ減量意識や行動への誘導、減量効果〕 
○経済的動機付け（インセンティブ）によるごみ減量

意識や行動への誘導が期待できる。 
○ごみ排出量の多少に関わらず手数料負担が発生する

ため、減量効果は超過量有料制に比べて大きいと言
われている。 

〔負担の公平性〕 
○ごみを多く出す人ほど金銭的負担が大きくなるた

め、負担の公平性が図れる。 
〔制度の運営に要する事務経費〕 
○有料指定袋の制作、指定袋の流通・管理、指定袋販

売委託料等、有料指定袋制度運営のための一定額の
事務経費が発生する。 

○一定枚数の指定袋の市民への配布等、超過量有料制
に比べて余分な事務経費は発生しない。 

〔手数料収入〕 
○超過量有料制に比べて大きな手数料収入が得られ

る。 

〔仕組みの分かりやすさ〕 
 ○指定ごみ袋を市民が入手する方法として、無料配布分

と有料購入分の２つがあり、単純従量制に比べて仕組
みが複雑。しかし、ごみの減量に積極的に取り組む市
民にとって、無料配布枚数以下であればごみ処理費用
の負担はなく、理念的には優れた仕組みである。しか
し、現実的には以下のような問題をかかえてる。 

〔ごみ減量意識や行動への誘導、減量効果〕 
 ○経済的動機付け（インセンティブ）によるごみ減量意

識や行動への誘導が期待できる。 
 ○一定枚数までは無料であり（二段階方式は除く）、さ

らに、一定枚数が通常多めに配布されるため、減量行
動への動機付けが働かず、減量効果は発揮しにくいと
言われている。 

〔負担の公平性〕 
 ○一定枚数までは無料であり（二段階方式は除く）、さ

らに、一定枚数が通常多めに配布されるため、その範
囲内では、負担の公平性は図られないと言われてい
る。 

〔制度の運営に要する事務経費〕 
 ○有料指定袋の制作（無料分、有料分）、指定袋の流通・

管理、販売手数料等に加えて、一定枚数の無料の指定
袋の市民への配布、そのための保管等の超過量有料制
の有料指定袋制度運営のための事務経費が上乗せさ
れ、単純従量制に比べ多くの事務経費を要する。 

〔手数料収入〕 
○指定ごみ袋の無料配布分のウェートが大きく、単純従

量制に比べて手数料収入は少ない。 

実
施
市 

 福岡市（H17.10）､京都市（H18.10） 
 仙台市（H20.10）､札幌市（H21.7） 等 

 高山市（H4.4）､河内長野市（H8.2）等 
 
       ※（  ）内有料化開始年月 

手
数
料

排出量

（二段階方式）

手
数
料

排出量

（出典）「家庭ごみの有料化について答申素案（案）」（大津市廃棄物減量等推進審議会）資料を一部修正 
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《参考資料》 

 ①有料化の仕組み 

表３ 全国の料金体系別家庭ごみ有料化導入状況 

 都市（市区）数 割合 

有料化導入都市（市区） ４３４ 100.0％ 

単純従量制 ４０５ 93.3％  

超過量有料制 ２９ 6.7％ 

      出典：全国都市家庭ごみ有料化実施状況（2011年４月現在）山谷氏（東洋大）調査結果から 

 

②手数料徴収の方法 

図６ 全国のごみ処理料金の徴収方法の状況 
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0 20 40 60 80 100

有料指定袋方式

シールまたは収入証紙方式

納入通知書方式

その他

(％)

※家庭系一般ごみの処理を有料化している５２２都市の回答 

（出典）「ごみ処理の有料化に係る調査」（（社）全国都市清掃会議 H15.3） 

 

③手数料の設定方法 

図７ 他都市における料金設定の考え方 

 
○最も多いのが、ごみ収集・処理に

要する総費用の一定割合。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）山谷修作 「ごみ有料化」 （丸善株式会社） 

 



 図８ 全国の有料指定袋代の分布状況 
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（出典）「ごみ処理の有料化に係る調査」 

                                                                        （（社）全国都市清掃会議 H15.3） 

 

 

 

 

 

 

 

６．経済的手法の導入に向けた検討の必要性    
 
 本市では、環境への負荷の低減と資源の循環を優先する循環型社会の形成に向けた取り組みとして、 

平成 21 年 3 月の市立リサイクルセンターの竣工を皮切りに、これまでの 5 種分別指定袋制に、同年 

4 月より「簡易ガスボンベ・スプレー缶」、また 10 月から「容器包装プラスチック」、「ペットボトル」

を加えた 8 種分別指定袋制を全市実施した。 

また、分別収集の基礎となる指定袋制度の管理・運用、地域での有価物集団回収に対する奨励金の 

交付など、主にリサイクルに軸足を置いた取り組みを進めてきた。 

 しかし、八尾市で排出される廃棄物の 90%以上が焼却処理される中で、長年、行政協定に基づき、 

大阪市との共同処理を行ってきた大阪市環境局八尾工場が大きな転換期を迎えており、本市の廃棄物 

行政の根幹をなす焼却工場については、施設の整備や運営のあり方など八尾市としての方針を打ち出 

す必要がある。 

 このような状況を踏まえ、本市においてもこれまでのごみ施策のみならず、市民や市民グループの 

自主的なごみ減量等環境負荷低減行動の育成など、将来における環境行政の更なる推進、焼却工場の 

整備に備えて、これらを支える財源の確保及び３Ｒの推進に向け、経済的手法として他市においても 

実効性のある家庭ごみの有料化（ごみ処理経費の一部負担）について、早期に検討を行うべき時期に 

きているものと考える。 

 

○有料指定袋で手数料を徴収して

いる都市の有料指定袋代は、30
㍑の袋換算では20円～40円に約

70％の都市が集中している。 
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